
児
童
指
導
補
助
員
（
パ
ー
ト
）
若
干
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
（
近
隣
町
村
在

住
で
通
勤
可
）
で
、
子
育
て
経
験
者

■
任
用
期
間
／
採
用
決
定
日
～
３
月
31
日

（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
児
童
指
導
員
の
補
助
業
務

■
勤
務
時
間
／
平
日
は
14
時
～
18
時
、
長

期
休
暇
中
は
8
時
～
14
時
ま
た
は
14
時

～
18
時
※
小
学
校
の
授
業
時
間
に
よ
り

変
更
有
。
週
20
時
間
未
満
の
勤
務

■
勤
務
場
所
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ま
た

は
北
児
童
館

■
賃
金
・
待
遇
／
時
給
８
５
０
円

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
提
出

問
申
福
祉
医
療
課
☎
23
―
０
５
０
０

自
衛
官
候
補
生
（
第
7
回
）

■
受
験
資
格
／
採
用
予
定
月
の
１
日
現
在

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
業
務
補
助
員

（
非
常
勤
）
1
名

■
応
募
資
格
／
60
歳
未
満
で
町
内
居
住
、

介
護
支
援
専
門
員
資
格
な
ど

■
任
用
期
間
／
2
月
1
日
～
3
月
31
日

（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
の
う
ち
要
支
援
の
方
に
対
す
る
支
援

の
補
助

■
勤
務
時
間
／
月
～
金
曜
8
時
45
分
～
16
時

■
勤
務
場
所
／
福
祉
医
療
課

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
11
万
７
２
０
０
円

～
15
万
２
５
０
０
円

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
1
月
18
日
㈮

ま
で
に
提
出

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

【償却資産の申告を忘れずに】

　今年 1月１日現在、町内で事業を営み、事業用償却資産

（事務機器、店舗用備品、各種機械、工具など）を持って

いる方には固定資産税がかかりますので、必ず申告してく

ださい。なお、平成 31 年度償却資産申告案内は 12 月下旬

に発送しています。該当資産がない場合でも申告書に記入

し１月 31 日㈭までに届出をしてください。

問税務課資産税係☎ 56-8004

【給与支払報告書の提出期限は 1月 31 日】

　平成 30 年中に給与・賃金（専従者給与を含む）を支払っ

た事業所・個人事業主は、受給者について年末調整をして

いるか否かに関わらず、給与支払報告書（総括表・個人明

細書）を、１月 31 日㈭までに提出しなければなりません。

■従業員の利便性向上や地方税法の趣旨に基づく適正・公

平な課税と徴収を目的に、北海道全体として全ての事業

所で個人住民税の「特別徴収（給与天引）」をしていた

だくよう取り組んでいます。

■平成 30 年中に給与の支払いを受けた方が、退職、他の

会社で特別徴収をしているなど、その事業所で特別徴収

ができない場合のみ「普通徴収（本人納付）」として届

け出ます。（原則、役員・パート従業員なども特別徴収

となります）。

■給与支払報告書には退職（予定）日を必ず記入してくだ

さい

■給与支払報告書は、受給者が今年１月１日現在居住する

市区町村あてにそれぞれ提出してください。

■個人番号（マイナンバー）の記載をお願いします。

■個人事業主の方が提出する際は、事業主本人の身元確認

と個人番号確認が必要となりますので、忘れずに用意し

てください（法人の場合は不要）。

問税務課住民税係☎ 56-8003
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募

集

問
福
祉
医
療
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
23
―
０
１
０
０

小
学
校
外
国
語
通
訳
支
援
員　

若
干
名

■
応
募
資
格
／
不
問
※
教
員
免
許
が
あ
れ

ば
な
お
可
、
英
語
で
の
や
り
取
り
が
可

能
な
方
（
日
本
語
が
理
解
で
き
る
方
）

■
任
用
期
間
／
採
用
決
定
日
～
３
月
31
日

（
以
降
更
新
可
能
）

■
業
務
内
容
／
対
象
児
童
に
対
し
外
国
語

通
訳
業
務
全
般
を
行
い
ま
す
。
日
本
語

指
導
、
授
業
内
容
の
通
訳
業
務
、
学
校

生
活
全
般
の
サ
ポ
ー
ト
、
そ
の
他
右
記

に
付
随
す
る
業
務
全
般

■
勤
務
時
間
／
8
時
30
分
～
15
時
の
う
ち

5
時
間
程
度

■
勤
務
場
所
／
町
内
小
学
校

■
賃
金
・
待
遇
／
時
給
１
５
０
０
円
（
社

会
保
険
・
雇
用
保
険
・
通
勤
手
当
）、

週
休
二
日
制
（
土
日
祝
）
※
学
校
行
事

に
よ
り
、
休
日
勤
務
の
場
合
振
り
替
え

　

有
、
夏
期
・
冬
期
休
業
中
は
勤
務
が
な

　

い
た
め
賃
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
を
提
出

問
申
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
56
―
８
０
１
８

倶
知
安
風
土
館
パ
ー
ト
職
員　

１
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
※
近
隣
町
村
在

住
の
方
応
相
談

■
任
用
期
間
／
3
月
31
日
ま
で

■
勤
務
場
所
／
倶
知
安
風
土
館

■
業
務
内
容
／
受
付
窓
口
で
の
チ
ケ
ッ
ト

販
売
ほ
か
、
風
土
館
業
務
全
般
の
補
助

■
賃
金
／
時
給
８
５
０
円

■
勤
務
時
間
／
週
3
日
以
内
の
交
代
勤

務
、
９
時
～
17
時
（
休
憩
１
時
間
）

※
土
日
祝
日
の
勤
務
有
、
シ
フ
ト
制

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
提
出

■
選
考
方
法
／
書
類
選
考
、
面
接

問
倶
知
安
風
土
館
☎
22
―
６
６
３
１

自
衛
官
募
集

非
常
勤
・
パ
ー
ト
職
員
募
集



　

場
に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生
係

☎
56
―
８
０
０
８

　

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
は
、
発
電

用
施
設
の
立
地
の
促
進
・
運
転
の
円
滑
化

を
図
る
た
め
、発
電
用
施
設
の
立
地
地
域
・

周
辺
地
域
で
行
わ
れ
る
公
共
用
施
設
の
整

備
や
住
民
福
祉
の
向
上
に
資
す
る
事
業
に

対
し
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

今
年
度
は
、
倶
知
安
町
で
４
４
０
万
円

の
交
付
金
を
公
立
保
育
所
運
営
事
業
と
し

て
、
地
域
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
を
図
る
た
め
、
く
っ
ち
ゃ
ん
保
育
所
ぬ

く
ぬ
く
運
営
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

返
還
へ　

世
代
を
越
え
て　

つ
な
ぐ
声

　

わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島

の
早
期
返
還
実
現
は
、
道
民
は
も
と
よ
り

国
民
の
長
年
に
わ
た
る
悲
願
で
す
。
道
、

市
町
村
お
よ
び
関
係
団
体
は
、
一
日
も
早

い
北
方
領
土
問
題
解
決
の
た
め
、
国
の
外

交
交
渉
を
後
押
し
す
る
立
場
か
ら
、
2
月

７
日
「
北
方
領
土
の
日
」
を
中
心
に
、「
北

方
領
土
の
日
特
別
啓
発
期
間
」
を
定
め
、

一
層
強
力
に
啓
発
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

■
期
間
／
1
月
21
日
㈪
～
2
月
20
日
㈬

問
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
後
志
地
方
支

　

部
☎
22
―
０
２
１
６

　

1
月
24
日
㈭
以
降
よ
り
、
町
内
の
一
部

に
お
い
て
携
帯
電
話
事
業
者
に
よ
る
新
し

い
電
波
の
利
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
そ
の

電
波
が
地
上
波
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
影
響
を

※
障
が
い
者
世
帯
は
他
に
、
各
種
手
帳
、
障

害
年
金
証
書
ま
た
は
障
害
年
金
通
知
書

■
受
付
期
間
／
3
月
15
日
㈮
ま
で

問
福
祉
医
療
課
☎
23
―
０
５
０
０
※
高
齢

　

者
世
帯
は
高
齢
者
介
護
保
険
係
、
障
が

　

い
者
世
帯
・
ひ
と
り
親
世
帯
は
福
祉
係

　

へ
問
合
せ
く
だ
さ
い

　

２
０
１
９
、２
０
２
０
年
度
に
町
が
発

注
す
る
工
事
、
業
務
委
託
、
物
品
購
入
そ

の
他
契
約
に
係
る
入
札
参
加
希
望
者
の
資

格
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
郵
送
可
（
受
付
期
間
内
必
着
）

※
詳
し
く
は
公
示
内
容
、
HP
を
参
照
。

■
受
付
日
時
／
2
月
1
日
㈮
～
28
日
㈭
８

時
45
分
～
17
時
30
分
※
閉
庁
日
を
除
く

■
提
出
先
／
建
設
課
管
理
係
（
分
庁
舎
）

問
建
設
課
☎
56
―
８
０
１
１

　

な
お
、
羊
蹄
山
麓
環
境
衛
生
組
合
へ
の

申
請
は
直
接
提
出
ま
た
は
郵
送
。

問
羊
蹄
山
麓
環
境
衛
生
組
合
☎
22
―

　

０
２
１
１
（
字
比
羅
夫
２
６
６
番
地
3
）

　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、野
犬
掃
討
（
放
し
飼
い
の
犬
も
対
象
）

を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
1
月
7
日
㈪
～
3
月
31
日
㈰

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
に
役

　

資
格
を
有
す
る
方

■
申
込
期
間
／
～
1
月
23
日
㈬

　

灯
油
価
格
の
高
騰
が
町
民
生
活
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
低
所
得
な

ど
一
定
の
基
準
を
満
た
す
世
帯
に
助
成
を

し
て
い
ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に

は
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、
届
い
て
い

な
い
世
帯
で
次
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
基
準
日
／
平
成
30
年
12
月
1
日
現
在

■
対
象
世
帯
／
平
成
30
年
度
町
民
税
非
課

税
世
帯
で
次
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

①
高
齢
者
世
帯
／
全
員
が
70
歳
以
上
（
昭

和
23
年
11
月
30
日
以
前
生
ま
れ
の
人
）

②
障
が
い
者
世
帯
／
身
体
障
害
者
手
帳

（
1
級
ま
た
は
2
級
）・
療
育
手
帳
・
精

神
障
害
者
福
祉
手
帳
を
持
っ
て
い
る
、

ま
た
は
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

（
該
当
者
が
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
、

も
し
く
は
2
親
等
以
内
の
親
族
か
ら
な

る
世
帯
）

③
ひ
と
り
親
世
帯
／
児
童
（
平
成
12
年
4

月
2
日
以
降
に
出
産
）
を
扶
養
す
る
母

子
お
よ
び
父
子
家
庭
、
ま
た
は
実
際
に

扶
養
し
て
い
る
、
も
し
く
は
両
親
が
い

な
い
18
歳
以
下
の
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
世
帯

■
支
給
額
／
1
万
2
千
円

【
対
象
に
な
ら
な
い
世
帯
】

　

生
活
保
護
世
帯
・
施
設
入
所
や
長
期
入

院
な
ど
、
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
1
カ
月

以
上
対
象
者
が
不
在
と
な
る
世
帯
・
事
実

上
他
の
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
世
帯

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／
世
帯
主
の
印

鑑
、
通
帳
、
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
の

で
き
る
も
の

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

■
受
付
期
間
／
通
年

■
試
験
日
／
2
月
23
日
㈯
、
24
日
㈰

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

　

日
常
生
活
の
中
で
け
が
や
急
病
、
あ
る

い
は
交
通
事
故
な
ど
が
発
生
し
た
場
合

に
、
け
が
人
な
ど
を
医
師
に
引
き
継
ぐ
ま

で
、
ま
た
は
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の

間
の
正
し
い
対
処
法
を
学
ぶ
講
習
で
す
。

ス
キ
ー
パ
ト
ロ
ー
ル
の
ス
キ
ー
技
術
、
ゲ

レ
ン
デ
で
の
応
急
手
当
を
学
び
ま
す
。

■
場
所
／
旭
ケ
丘
ス
キ
ー
場

■
受
講
料
／
３
０
０
円
（
当
日
）
※
別
途

リ
フ
ト
代
が
か
か
り
ま
す

■
申
込
方
法
／
申
込
期
間
中
に
氏
名
、
住

所
、
電
話
番
号
、
生
年
月
日
を
添
え
て

「
日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
」
宛

て
に
申
し
込
み

問
日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
（
住
民

　

環
境
課
生
活
安
全
係
内
）

　

☎
56
―
８
０
０
５
、
FAX
23
―
２
０
４
４

赤
十
字
雪
上
安
全
法
救
助
員
養
成
Ⅱ

■
日
時
／
1
月
19
日
㈯
～
20
日
㈰
9
時

～
16
時

■
受
講
対
象
／
雪
上
安
全
法
救
助
員
Ⅰ
の

資
格
を
有
す
る
方

■
申
込
期
間
／
～
1
月
11
日
㈮

赤
十
字
雪
上
安
全
法
短
期
講
習

■
日
時
／
2
月
3
日
㈰
9
時
～
16
時

■
受
講
対
象
／
雪
上
安
全
法
救
助
員
Ⅱ
の

周

知

－9－

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

野
犬
掃
討

赤
十
字
講
習
会

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
事
業

冬
季
生
活
支
援
費
助
成
事
業

テ
レ
ビ
受
信
障
害
対
策
工
事

北
方
領
土
の
日
特
別
啓
発
期
間



謹　　賀　　新　　年

　今年は順調な天候に恵まれ、町民こぞっ

て喜び合える年にしたいものです。

「北海道消費生活センターだより」より

①宅配業者をかたるメールにご注意！

実在する銀行やクレジット会社などの名

でメールを送り「氏名・住所・カード番号」

を聞き出す「フィッシング詐欺」も横行し

ています。「聞いてきたから、答えてあげ

よう」という親切心を利用されるものです。

②「今冬も無理なく節電」

生活に無理のない範囲で節電を！

③灯油価格高騰中 !?

当協会調べでは、12 月は 11 月に比べ少

額ですが値上がりしています。対策のひと

つは省エネ行動です。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時☎ 23-1522

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

－10－

与
え
る
場
合
が
あ
り
、
７
０
０
メ
ガ
ヘ
ル

ツ
利
用
推
進
協
会
に
て
テ
レ
ビ
受
信
障
害

対
策
工
事
を
実
施
し
ま
す
。
事
前
に
テ
レ

ビ
映
像
に
影
響
が
出
る
恐
れ
の
あ
る
一
部

地
域
の
ご
家
庭
に
チ
ラ
シ
を
投
函
（
必
要

に
よ
り
訪
問
）し
て
お
知
ら
せ
を
し
ま
す
。

　

な
お
、
工
事
の
費
用
は
全
て
同
協
会
の

費
用
負
担
（
無
償
）
で
実
施
し
ま
す
。

問
７
０
０
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
受
信
障
害
対
策

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
―
７
０
０
―
０
１
２（
無
料
）

※
受
付
時
間
は
9
時
～
22
時
、
年
中
無
休

つ
な
が
ら
な
い
場
合

☎
０
５
０
―
３
７
８
６
―
０
７
０
０（
有
料
）

【
事
業
者
の
皆
様
へ
】

　

年
末
年
始
の
事
業
計
画
は
従
業
員
の
年

次
有
給
休
暇
取
得
を
考
慮
し
ま
し
ょ
う
。

労
使
協
定
を
結
ぶ
こ
と
で
、
計
画
的
に
取

得
日
を
割
り
振
る
こ
と
の
で
き
る
「
計
画

的
付
与
制
度
」
も
活
用
で
き
ま
す
。
休
暇

を
取
得
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
取
り
組

み
ま
し
ょ
う
。

【
労
働
者
の
皆
様
へ
】

　

年
末
年
始
休
暇
取
得
の
際
は
、
会
社
に

申
し
出
ま
し
ょ
う
。
仕
事
を
計
画
的
に
進

め
る
の
と
同
様
に
、
職
場
と
調
和
を
図
り

計
画
的
に
休
暇
を
取
得
し
ま
し
ょ
う
。

問
厚
生
労
働
省
北
海
道
労
働
局
雇
用
環

　

境
・
均
等
部
指
導
課

☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
７
１
５

　

倶
知
安
高
校
演
劇
部
は
、
昨
年
10
月
の

後
志
支
部
演
劇
発
表
会
に
て
、
全
道
大
会

に
は
届
か
な
か
っ
た
も
の
の
優
秀
賞
と
審

査
員
特
別
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
そ
の
作

品
を
地
域
の
皆
さ
ん
に
も
見
て
い
た
だ
く

た
め
、
次
の
と
お
り
公
演
を
行
い
ま
す
。

■
日
時
／
1
月
27
日
㈰
、
13
時
開
場
、
開

演
時
間
は
13
時
30
分
～
14
時
30
分

■
場
所
／
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
作
品
名
／
あ
い
に
き
（
出
演
／
村
田
優

菜
、
田
村
淳
衣
、
菊
地
紗
輝
）

歌
っ
て
踊
っ
て
、
笑
い
あ
り
涙
あ
り
の

1
時
間
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

広
報
12
月
号
の
折
込
に
て
配
布
し
た

「
バ
ス
に
乗
ろ
う
！
平
成
30
年
冬
版
」
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
一
部
記
載
内
容
に

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訂
正
し
、
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
。

■
訂
正
箇
所
（
裏
面
（
時
刻
表
側
））

【
JR
か
ら
の
乗
り
継
ぎ
の
ご
案
内
】

　
　

小
樽
発
15
時
3
分
着
（
誤
）

➡
小
樽
発
15
時
9
分
着
（
正
）

　
【
JR
へ
の
乗
り
継
ぎ
の
ご
案
内
】

　
　

小
樽
行
９
時
35
分
発
（
誤
）

➡
小
樽
行
９
時
38
分
発
（
正
）

蘭
越
行
９
時
43
分
発
（
誤
）

➡
蘭
越
行
９
時
51
分
発
（
正
）

札
幌
行
21
時
40
分
発
（
誤
）

➡
小
樽
行
21
時
40
分
発
（
正
）

問
総
合
政
策
課
☎
56
―
８
０
０
１

　　

12
月
発
行
の
「
倶
知
安
の
議
会
」
に
つ

い
て
、
内
容
に
一
部
誤
り
が
あ
り
ま
し
た

の
で
訂
正
し
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

■
訂
正
箇
所
／
22
ペ
ー
ジ
2
段
目
4
行
目

か
ら

（
誤
）～
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。最
終
的
に
、

問
題
が
無
い
と
判
断
さ
れ
た
掘
削
土
は
大

和
に
搬
入
さ
れ
る
た
め
、
町
内
で
代
替
地

の
検
討
を
行
い
、
高
見
の
民
有
地
を
仮
置

場
と
し
た
い
旨
が
、
鉄
道
・
運
輸
機
構
か

ら
本
町
へ
申
し
出
が
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

（
正
）
～
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
町
内
で
、

代
替
地
の
検
討
を
行
い
、
高
見
の
民
有
地

を
仮
置
場
と
し
た
い
旨
が
、
鉄
道
・
運
輸

機
構
か
ら
本
町
へ
申
し
出
が
あ
っ
た
と
報

告
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
現
在
、
対
策
土

に
つ
い
て
は
大
和
を
受
入
候
補
地
と
し
て

検
討
し
て
お
り
、
問
題
が
無
い
と
判
断
さ

れ
た
掘
削
土
は
花
園
に
搬
入
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

問
議
会
事
務
局
☎
56
―
８
０
１
６

　

生
活
困
窮
者
や
生
活
保
護
受
給
者
の
声

に
こ
た
え
る
た
め
、
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

■
日
時
／
１
月
27
日
㈰
10
時
～
16
時

専
用
電
話
番
号

☎
０
１
２
０
―
０
５
２
―
０
８
８
（
当
日

　

の
み
の
専
用
（
臨
時
）
番
号
で
す
）

　

こ
の
冬
も
引
き
続
き
「
無
理
の
な
い
範

囲
で
の
節
電
」
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
詳
し
く
は
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

URLhttp://w
w

w
.hepco.co.jp/pow

er_
saving/

　

北
海
道
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
ク
ロ
ス
カ

ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
競
技
の
旭
ケ
丘
ク
ロ
ス

カ
ン
ト
リ
ス
キ
ー
コ
ー
ス
で
の
開
催
に
伴

い
、
道
路
の
一
部
を
次
の
と
お
り
通
行
止

め
に
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
区
間
／
旭
ケ
丘
公
園
通
り
※
ス
キ
ー
場
前

■
期
間
／

1
月
11
日
㈮
8
時
～
11
時
30
分

12
日
㈯
7
時
30
分
～
12
時

13
日
㈰
7
時
30
分
～
14
時

問
大
会
事
務
局
☎
22
―
０
１
９
２
（
倶
知

　

安
中
学
校
・
齋
藤
一
真
）

倶
高
演
劇
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

バ
ス
に
乗
ろ
う
！
平
成
30
年
冬
版
の

訂
正
に
つ
い
て

仕
事
休
も
っ
化
計
画

北
海
道
電
力
か
ら
の
お
願
い

通
行
止
め
の
お
知
ら
せ

議
会
広
報
12
月
号
の
訂
正
に
つ
い
て

全
国
一
斉
生
活
保
護
１
１
０
番



屋
根
の
雪
下
ろ
し
は
十
分
注
意
し
て
行
い

ま
し
ょ
う

　

毎
年
、
屋
根
の
雪
下
ろ
し
作
業
中
の
転

落
事
故
や
、
除
雪
中
屋
根
か
ら
の
落
雪
に

よ
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
除
雪
作

業
を
す
る
際
は
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
行

い
ま
し
ょ
う
。

・
気
温
が
上
が
る
午
後
な
ど
は
屋
根
の
雪

の
緩
み
に
注
意
す
る
。

・
屋
根
の
雪
に
割
れ
目
が
あ
る
と
き
や
、

水
滴
が
落
ち
て
き
た
り
す
る
と
き
は
軒

下
に
近
づ
か
な
い
。

・
作
業
す
る
時
は
滑
り
止
め
の
付
い
た
靴

を
履
き
、
安
全
な
服
装
で
行
う
。

・
屋
根
上
で
作
業
す
る
時
は
命
綱
を
必
ず

つ
け
、は
し
ご
は
し
っ
か
り
固
定
す
る
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

12 月 12 日 ( 水 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 30 年 平成 29 年
人　身 27 件 24 件
物　損 649 件 524 件
死　者 0 名 0 名

11 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 30 年 平成 29 年
火　災 8 件 11 件
救　急 718 件 767 件
救　助 28 件 22 件
その他 121 件 147 件

11 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

・
作
業
は
極
力
2
名

以
上
で
行
い
、
や

む
を
得
ず
一
人
で

行
う
場
合
は
家
族

や
隣
人
に
声
を
か

け
て
か
ら
行
う
。

以
上
の
こ
と
に
注

意
し
て
安
全
に
作
業

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

人の動き　平成 30 年 11月末現在

人 口

男

女

世　　帯　　数

15,986 人

 8,165 人

 7,821 人

8,751 世帯

（前月比 +669）

（前月比 +407）

（前月比 +262）

（前月比 +666）

うち外国籍住民 1,328 人（前月比 +661）

主
な
事
件

▽
窃
盗
（
車
上
ね
ら
い
）
事
件
の
発
生

住
宅
前
の
駐
車
車
両
の
鍵
穴
が
壊
さ
れ

る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

交
通
事
故

▽
11
月
21
日
、
町
内
字
山
田
の
町
道
交
差

点
内
に
お
い
て
、
車
両
同
士
の
追
突
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
11
月
23
日
、
国
道
5
号
線
に
お
い
て
、

共
和
町
方
向
に
走
行
す
る
車
両
と
出
合
い

頭
衝
突
す
る
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

ごめいふくをお祈りします

－11－

お
年
玉

　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし

ます。今回は 1月号ということでお年玉にまつわる法律関係を

考えてみようと思います。

　お年玉袋を渡し、子どもがこれを受け取ると、贈与契約が成

立すると同時に贈与が行われたことになり、お年玉袋の中身は

子どものものとなります。もっとも、子どもの親（親権者）に

は子どもの財産を管理する権利がありますので、子どものお年

玉を「これは預かっておくね」と言って取り上げることは法律

上許されています。

　では、子どもが成人して、「あの時のお年玉返して」と言っ

てきたら、返さないといけないのでしょうか。民法 828 条但書

は、「子の養育及び財産管理の費用は、その子の財産の収益と

相殺したものとみなす」と定めています。お年玉は「子の財産

の収益」に当たるため、子どもの養育や財産管理のために親が

支払ってきたお金と相殺されることになります。つまり、返す

必要はありません。子どもには地獄のような制度ですね。

　もっとも、これらの法律は、お年玉を子どもに自由に使わせ

ることや、預かったお年玉を貯金して成人したときに渡すこと

を禁止していません。家庭の経済状況を踏まえつつ、お年玉を

子どものマネー教育の機会として利用するのもいいのかもしれ

ません。なお、年間 110 万円を超えて贈与を受けると税金がか

かります。税務上、第三者から子どもがもらったお年玉は親が

受けた贈与と扱われることがあるため、ご注意ください。

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士　金丸　哲大
☎ 0135-61-4777

FAX 0135-61-4888


